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【担当：経営普及課 農業革新支援担当（経営） 山本】 

 

経営普及課・農業革新支援担当情報（専門項目・経営 No.１） 

公開範囲：全公開可 

結論 

今夏の高温・渇水の影響により、農畜産物等の農作物の被害が発生しており、今後の経営への

影響が懸念されることが予想されます。 

そこで、借入れの目的に応じて既存の制度資金等を活用してください。 
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１ 災害等によって被害を受けた農業者が利用できる既存制度資金一覧  

（１）主要資金の概要 

ア 制度資金 
 

資金名 対象者 資金使途 
貸付利率 

（％） 
限度額 

償還期間 

（据置期間） 

日本

政策

金融

公庫 

農林漁業セーフティ 

ネット資金 

一定の要件 

を満たす 

農林漁業者 

災害等を受けた農林漁業者の 

経営の安定を図るのに必要な 

資金 

0.45～0.85 600 万円又は 

年間経営費等の 

６／１２ 

15 年 

（３年） 

農業経営基盤強化資金 

（スーパーＬ資金） 
認定農業者 

農地・牧野・農業用施設・農機 

具等の取得、長期運転資金 

0.45～1.00 個人    3 億円 

法人   １０億円 

25 年 

（10 年） 

経営体育成強化資金 主業農業者 
農地・牧野・農業用施設・農機 

具等の取得、長期運転資金 
1.00 

個人   1.5 億円 

法人   5 億円 

25 年 

（３年） 

 

 

 

 

ＪＡ

等 

農業近代化資金 

認定農業者 
農業用施設・農機具等の復旧 

・取得、長期運転資金 

 

 

0.45～0.85 

個人 1,800 万円 

法人   2 億円 

７～20 年 

（２～７年） 

主業農業者等 1.00 
７～20 年 

（２～７年） 

農林水産振興資金 

（８号資金） 
主要農業者等 

高温・渇水による被害を受けた農業

者の経営継続に必要な運転資金 
0.35 

 

600 万円 
７年以内 

農業経営改善促進基金 

（スーパーS 資金） 認定農業者 

種苗代、肥料代、飼料代、粗畜 

の購入費、機械の修繕費、地代、 

生産技術の研修費、市場開拓費 

1.50 

個人  500 万円 

法人 2,000 万円 １年以内 
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イ 制度資金以外（ＪＡ融資及び民間金融機関の緊急融資） 

 
資金名 対象者 資金使途 

貸付利率 

（％） 
限度額 

償還期間 

（据置期間） 

ＪＡ 

アグリマイティ資金 

 

 

 

主業農業者 設備資金・運転資金 

（農業生産、農産物の流通・加工・販売、

地域の活性化・振興、再生可能エネルギ

ーの利用の取組を支援するための発電・

蓄電設備取得資金） 

JA 所定の 

金利（各 JA 

によって異 

なる） 

必 要 資 金 の

100％の範囲内 

長期資金：10 年 

（対象事業に応じて２５年） 

 

 

 

担い手支援資金 

（アグリ V） 

JA が担い

手として認定

した組合員 

農畜産物の生産・加工・流通・販売など

農業経営に必要な設備資金および中・

長期運転資金 

農地取得、賃借料の支払い 

2,000 万円 20 年 

 

農機具ローン 個人 農機具の購入 1,800 万円 １０年 

サポート A 主業農業者 短期運転資金（種苗代、肥料代、飼料

代、粗畜 

の購入費、機械の修繕費、地代、 

生産技術の研修費、市場開拓費） 

個人 1,000 万円 

法人 3,000 万円 

１年 

第四 

北越 
令和５年度猛暑影響 

緊急特別融資 

法人・ 

個人事業主 

運転資金・設備資金 1.175 

～1.700 

1 億円 10 年 

（１年） 
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（２）対象者・使途別早見表 

●印が利用できます。(▲は各資金の要件があります。) 
※利率は令和５年９月 19 日時点です。最新の利率は借り入れの際に融資機関にご確認ください。 

 資金名 利 

率 

 

 

 

年 

利 

％ 

償 

還 

期 

間 

 

対象者・使途 

個人 法人 

災
害
時
の 
資
金
繰
り 

肥料 
資材 
等の 
購入 

農
地
の
造
成
・
改
良 

施
設
整
備
・
復
旧 

農
機
具
購
入
・
復
旧 

償
還
円
滑
化 

災
害
時
の 
資
金
繰
り 
 

肥料
資材
等の
購入 

農
地
の
造
成
・
改
良 

施
設
整
備
・
復
旧 

農
機
具
購
入
・
復
旧 

償
還
円
滑
化 短

期 
運
転
資
金 

長
期
運
転
資
金 

短
期
運
転
資
金 

長
期
運
転
資
金 

日

本

政

策

金

融

公

庫 

農林漁業 

セーフテネット資金 

0.45

～

0.85 

15 

(3) 

●  ●     ●  ●     

農業経営基盤強化資

金 

（スーパーＬ資金） 

一般

0.45

～ 

1.00 

一般 

25 

(10) 

  ● ● ● ● ▲   ● ● ● ● ▲ 

経営体育成強化資金 1.00 25 

(3) 

  ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● 

Ｊ 

A 

等 

農業近代化資金 0.45

～ 

1.00 

7～20 

(2～７) 

  ▲ ● ● ●    ▲ ● ● ●  

農林水産業振興基金 

（８号資金） 

0.35 ７ ● ● ●     ● ● ●     

農業経営改善促進基

金（スーパーＳ資金） 

1.50 １ ● ●    ▲  ● ●    ▲  

アグリマイティ資金 JA 毎 

所定 

原則 

10 

  ●  ● ●    ●  ● ●  

担い手支援資金 

（アグリＶ） 

JA 毎

所定 

20   ●  ▲ ▲    ●  ▲ ▲  

農機具ローン 

 

JA 毎

所定 

10      ▲         

サポートＡ JA 毎

所定 

１  ●    ▲   ●    ▲  

第

四

北

越

銀

行 

令和５年度猛暑影響 

緊急特別融資 

1.175 
～ 
1.7 

10 
(1) 

●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  

（
※
） （

据
置
） 
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２ 参考資料（パンフレット等） 
（１） 制度資金 

① 農林漁業セーフティネット資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引用元】https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keieitai.html 
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② 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引用元】https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html 
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③ 経営体育成強化資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引用元】https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keieitaiikusei.html 
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④ 農業近代化資 
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⑤ 農林水産業振興基金（８号資金） 
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【別紙】相談窓口の設置 
 
 

１ 実施内容 
（1） 農畜産物等被害についての相談全般 

（2） 当面の資金繰り等の経営相談 

（3） 農畜産物等についての技術相談 

 
２ 相談窓口設置期間等 
  （平日）令和５年９月 13 日（水）から当分の間、8:30～17:15 まで 

 
３ 相談窓口設置場所 
(1) 農業      

① 県農林水産部経営普及課  電話番号 025‐280‐5302 

② 地域振興局農林水産（農業）振興部（農業普及指導センター） 

    〔各地域振興局の相談窓口電話番号〕 
村上 0254-53-8941 魚沼 025-792-6789 

新発田 0254-26-1090 南魚沼 025-772-2946 

新潟  十日町 025-757-5900 

 新潟 0250-24-9624 柏崎 0257-21-6260 

巻 0256-72-0942 上越 025-526-9402 

三条 0256-36-2257 糸魚川 025-553-1904 

長岡 0258-38-2557 佐渡 0259-63-3185 

 
(2) 水産業 

   農林水産部 水産課  電話番号：025-280-5311 
 

４ その他 
   相談窓口の終期は今後の被害状況を踏まえて設定します。 
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⑥ 農業経営改善促進基金（スーパーＳ資金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引用元】https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/sikin/pdf/superspr.pdf 
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（２） 制度資金以外の資金（ＪＡプロパー資金、民間金融機関の緊急融資） 

【引用元】https://www.jabank-niigata.or.jp/finance/ja_fund.html#anc02 

 

⑤ 令和５年度猛暑影響緊急特別融資 

  

【引用元】https://www.dhbk.co.jp/news/1201626_2128.html 

   

   

③ 

②①  
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